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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公開番号】特開2018-11303(P2018-11303A)
【公開日】平成30年1月18日(2018.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2018-002
【出願番号】特願2017-139280(P2017-139280)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    1/00     　　　Ｃ
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｄ
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３９８　
   Ｇ０６Ｆ    1/32     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月20日(2018.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人を検知する検知手段及び操作者が操作する操作部を備え、前記検知手段により人が検
知されたことに基づき所定のデバイスに電力を供給し、前記検知手段により人が検知され
なくなったことに基づき前記所定のデバイスへの電力を停止する処理装置であって、
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されなくなっても前記所定
のデバイスへの電力を停止せずに、前記操作部の操作から所定時間後に前記所定のデバイ
スへの電力を停止する、ことを特徴とする処理装置。
【請求項２】
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されていても、前記操作部
の操作から所定時間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求
項１に記載の処理装置。
【請求項３】
　前記操作部は、所定のユーザ操作を受信する受信部を有し、
　前記処理装置は、前記受信部によって受信された前記所定のユーザ操作に基づき前記所
定のデバイスに電力を供給し、
　前記受信部が前記所定のユーザ操作を受信した場合、前記検知手段により人が検知され
なくなっても前記所定のデバイスへの電力を停止せずに、前記操作部の操作から所定時間
後に前記所定のデバイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の
処理装置。
【請求項４】
　前記受信部は、省電力モードを解除するための省電力モード解除ボタンである、ことを
特徴とする請求項３に記載の処理装置。
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【請求項５】
　前記検知手段は、焦電センサである、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に
記載の処理装置。
【請求項６】
　前記検知手段は、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項１乃
至５の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項７】
　前記検知手段は、赤外線を出力し、且つ、赤外線を受信する赤外線センサである、こと
を特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項８】
　前記検知手段は、人の移動を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項１乃至
３の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項９】
　前記検知手段は、人の存在を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項１乃至
３の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項１０】
　前記操作部は、表示部と、操作者の操作を受け付ける受付部と、を有する、ことを特徴
とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項１１】
　表示部をさらに備え、
　前記所定のデバイスは、前記表示部である、ことを特徴とする請求項１乃至９の何れか
１項に記載の処理装置。
【請求項１２】
　前記表示部は、液晶パネルである、ことを特徴とする請求項１１に記載の処理装置。
【請求項１３】
　プリントを実行するプリント部をさらに備える、ことを特徴とする請求項１乃至１２の
何れか１項に記載の処理装置。
【請求項１４】
　スキャンを実行するスキャナ部をさらに備える、ことを特徴とする請求項１乃至１３の
何れか１項に記載の処理装置。
【請求項１５】
　人を検知する検知手段及び操作者が操作する操作部を備え、前記検知手段の検知結果に
基づき所定のデバイスへの電力の供給及び前記所定のデバイスへの電力を停止する処理装
置であって、
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段の検知結果に基づき前記所定のデバイスへ
の電力を停止する機能を無効化して、前記操作部の操作から所定時間後に前記所定のデバ
イスへの電力を停止する機能により前記所定のデバイスへの電力を停止する、処理装置。
【請求項１６】
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されていても、前記操作部
の操作から所定時間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する機能により前記所定のデ
バイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求項１５に記載の処理装置。
【請求項１７】
　前記操作部は、所定のユーザ操作を受信する受信部を有し、
　前記処理装置は、前記受信部によって受信された前記所定のユーザ操作に基づき前記所
定のデバイスに電力を供給し、
　前記受信部が前記所定のユーザ操作を受信した場合、前記検知手段の検知結果に基づき
前記所定のデバイスへの電力を停止する機能を無効化して、前記操作部の操作から所定時
間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する機能により前記所定のデバイスへの電力を
停止する、ことを特徴とする請求項１５又は１６に記載の処理装置。
【請求項１８】
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　前記受信部は、省電力モードを解除するための省電力モード解除ボタンである、ことを
特徴とする請求項１７に記載の処理装置。
【請求項１９】
　前記検知手段は、焦電センサである、ことを特徴とする請求項１５乃至１８の何れか１
項に記載の処理装置。
【請求項２０】
　前記検知手段は、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項１５
乃至１９の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２１】
　前記検知手段は、赤外線を出力し、且つ、赤外線を受信する赤外線センサである、こと
を特徴とする請求項１５乃至１９の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２２】
　前記検知手段は、人の移動を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項１５乃
至１７の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２３】
　前記検知手段は、人の存在を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項１５乃
至１７の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２４】
　前記操作部は、表示部と、操作者の操作を受け付ける受付部と、を有する、ことを特徴
とする請求項１５乃至２３の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２５】
　表示部をさらに備え、
　前記所定のデバイスは、前記表示部である、ことを特徴とする請求項１５乃至２３の何
れか１項に記載の処理装置。
【請求項２６】
　前記表示部は、液晶パネルである、ことを特徴とする請求項２５に記載の処理装置。
【請求項２７】
　プリントを実行するプリント部をさらに備える、ことを特徴とする請求項１５乃至２６
の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２８】
　スキャンを実行するスキャナ部をさらに備える、ことを特徴とする請求項１５乃至２７
の何れか１項に記載の処理装置。
【請求項２９】
　人を検知する検知手段及び操作者が操作する操作部を備え、前記検知手段により人が検
知されたことに基づき所定のデバイスに電力を供給し、前記検知手段により人が検知され
なくなったことに基づき前記所定のデバイスへの電力を停止する処理装置の電力制御方法
であって、
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されなくなっても前記所定
のデバイスへの電力を停止せずに、前記操作部の操作から所定時間後に前記所定のデバイ
スへの電力を停止する、ことを特徴とする処理装置の電力制御方法。
【請求項３０】
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されていても、前記操作部
の操作から所定時間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求
項２９に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３１】
　前記操作部は、所定のユーザ操作を受信する受信部を有し、
　前記処理装置は、前記受信部によって受信された前記所定のユーザ操作に基づき前記所
定のデバイスに電力を供給し、
　前記受信部が前記所定のユーザ操作を受信した場合、前記検知手段により人が検知され
なくなっても前記所定のデバイスへの電力を停止せずに、前記操作部の操作から所定時間
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後に前記所定のデバイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求項２９又は３０に記
載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３２】
　前記受信部は、省電力モードを解除するための省電力モード解除ボタンである、ことを
特徴とする請求項３１に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３３】
　前記検知手段は、焦電センサである、ことを特徴とする請求項２９乃至３１の何れか１
項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３４】
　前記検知手段は、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項２９
乃至３３の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３５】
　前記検知手段は、赤外線を出力し、且つ、赤外線を受信する赤外線センサである、こと
を特徴とする請求項２９乃至３３の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３６】
　前記検知手段は、人の移動を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項２９乃
至３１の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３７】
　前記検知手段は、人の存在を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項２９乃
至３１の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３８】
　前記操作部は、表示部と、操作者の操作を受け付ける受付部と、を有する、ことを特徴
とする請求項２９乃至３７の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項３９】
　表示部をさらに備え、
　前記所定のデバイスは、前記表示部である、ことを特徴とする請求項２９乃至３７の何
れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４０】
　前記表示部は、液晶パネルである、ことを特徴とする請求項３９に記載の処理装置の電
力制御方法。
【請求項４１】
　プリントを実行するプリント部をさらに備える、ことを特徴とする請求項２９乃至４０
の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４２】
　スキャンを実行するスキャナ部をさらに備える、ことを特徴とする請求項２９乃至４１
の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４３】
　人を検知する検知手段及び操作者が操作する操作部を備え、前記検知手段の検知結果に
基づき所定のデバイスへの電力の供給及び前記所定のデバイスへの電力を停止する処理装
置の電力制御方法であって、
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段の検知結果に基づき前記所定のデバイスへ
の電力を停止する機能を無効化して、前記操作部の操作から所定時間後に前記所定のデバ
イスへの電力を停止する機能により前記所定のデバイスへの電力を停止する、ことを特徴
とする処理装置の電力制御方法。
【請求項４４】
　前記操作部が操作された場合、前記検知手段により人が検知されていても、前記操作部
の操作から所定時間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する機能により前記所定のデ
バイスへの電力を停止する、ことを特徴とする請求項４３に記載の処理装置の電力制御方
法。
【請求項４５】
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　前記操作部は、所定のユーザ操作を受信する受信部を有し、
　前記処理装置は、前記受信部によって受信された前記所定のユーザ操作に基づき前記所
定のデバイスに電力を供給し、
　前記受信部が前記所定のユーザ操作を受信した場合、前記検知手段の検知結果に基づき
前記所定のデバイスへの電力を停止する機能を無効化して、前記操作部の操作から所定時
間後に前記所定のデバイスへの電力を停止する機能により前記所定のデバイスへの電力を
停止する、ことを特徴とする請求項４３又は４４に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４６】
　前記受信部は、省電力モードを解除するための省電力モード解除ボタンである、ことを
特徴とする請求項４５に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４７】
　前記検知手段は、焦電センサである、ことを特徴とする請求項４３乃至４５の何れか１
項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４８】
　前記検知手段は、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項４３
乃至４７の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項４９】
　前記検知手段は、赤外線を出力し、且つ、赤外線を受信する赤外線センサである、こと
を特徴とする請求項４３乃至４７の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５０】
　前記検知手段は、人の移動を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項４３乃
至４５の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５１】
　前記検知手段は、人の存在を検知する検知手段である、ことを特徴とする請求項４３乃
至４５の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５２】
　前記操作部は、表示部と、操作者の操作を受け付ける受付部と、を有する、ことを特徴
とする請求項４３乃至５１の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５３】
　表示部をさらに備え、
　前記所定のデバイスは、前記表示部である、ことを特徴とする請求項４３乃至５１の何
れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５４】
　前記表示部は、液晶パネルである、ことを特徴とする請求項５３に記載の処理装置の電
力制御方法。
【請求項５５】
　プリントを実行するプリント部をさらに備える、ことを特徴とする請求項４３乃至５４
の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【請求項５６】
　スキャンを実行するスキャナ部をさらに備える、ことを特徴とする請求項４３乃至５５
の何れか１項に記載の処理装置の電力制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の処理装置は、人を検知する検知手段及び操作者が操作する
操作部を備え、前記検知手段により人が検知されたことに基づき所定のデバイスに電力を
供給し、前記検知手段により人が検知されなくなったことに基づき前記所定のデバイスへ
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の電力を停止する処理装置であって、前記操作部が操作された場合、前記検知手段により
人が検知されなくなっても前記所定のデバイスへの電力を停止せずに、前記操作部の操作
から所定時間後に前記所定のデバイスへの電力を停止することを特徴とする。
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